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第１回智頭町議会定例会会議録 

 

令和５年３月２２日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第 ２号 令和５年度智頭町一般会計予算 

 第 ４．議案第 ３号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算 

 第 ５．議案第 ４号 令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 第 ６．議案第 ５号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算 

 第 ７．議案第 ６号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計予算 

 第 ８．議案第 ７号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算 

 第 ９．議案第 ８号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算 

 第１０．議案第 ９号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計予算 

 第１１．議案第１０号 令和５年度智頭町公共下水道事業会計予算 

 第１２．議案第１１号 令和５年度智頭町農業集落排水事業会計予算 

 第１３．議案第１２号 令和５年度智頭町水道事業会計予算 

 第１４．議案第１３号 令和５年度智頭町病院事業会計予算 

 第１５．議案第２５号 智頭町個人情報保護法施行条例の制定について 

 第１６．議案第２６号 智頭町スクールバスの管理及び運行に関する条例の制定 

            について 

 第１７．議案第２７号 智頭町有林野に関する条例を改正する条例について 

 第１８．議案第２８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

            る条例の一部改正について 

 第１９．議案第２９号 智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関 

            する条例の一部改正について 

 第２０．議案第３０号 智頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 第２１．議案第３１号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例の一 

            部改正について 

 第２２．議案第３２号 智頭町旧小学校施設の設置及び管理に関する条例の一部 

            改正について 
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 第２３．議案第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第２４．議案第３４号 個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係 

            る事務の委託に関する規約を定める協議について 

 第２５．議案第３５号 公の施設における指定管理者の指定について（旧那岐小 

            学校） 

 第２６．議案第３６号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山形小 

            学校） 

 第２７．議案第３７号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山郷小 

            学校） 

 第２８．議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山形保 

            育園） 

 第２９．議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（智頭町立 

            富沢コミュニティセンター） 

 第３０．議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（智頭温水 

            プール） 

 第３１．議案第４１号 公の施設における指定管理者の指定について（国重要文 

            化財石谷家住宅） 

 第３２．議案第４２号 公の施設における指定管理者の指定について（智頭町消 

            防団本町分団屯所） 

 第３３．議案第４３号 字の区域の変更について（八河谷） 

 第３４．議案第４４号 字の区域の変更について（大屋） 

 第３５．議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任命について 

 第３６．陳情について 

 第３７．発議第 １号 智頭町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につい 

            て 

 第３８．閉会中の継続調査の申し出 

 

１．会議に付した事件 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第 ２号 令和５年度智頭町一般会計予算 
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 第 ４．議案第 ３号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算 

 第 ５．議案第 ４号 令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 第 ６．議案第 ５号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算 

 第 ７．議案第 ６号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計予算 

 第 ８．議案第 ７号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算 

 第 ９．議案第 ８号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算 

 第１０．議案第 ９号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計予算 

 第１１．議案第１０号 令和５年度智頭町公共下水道事業会計予算 

 第１２．議案第１１号 令和５年度智頭町農業集落排水事業会計予算 

 第１３．議案第１２号 令和５年度智頭町水道事業会計予算 

 第１４．議案第１３号 令和５年度智頭町病院事業会計予算 

 第１５．議案第２５号 智頭町個人情報保護法施行条例の制定について 

 第１６．議案第２６号 智頭町スクールバスの管理及び運行に関する条例の制定 

            について 

 第１７．議案第２７号 智頭町有林野に関する条例を改正する条例について 

 第１８．議案第２８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

            る条例の一部改正について 

 第１９．議案第２９号 智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関 

            する条例の一部改正について 

 第２０．議案第３０号 智頭町国民健康保険条例の一部改正について 

 第２１．議案第３１号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条例の一 

            部改正について 

 第２２．議案第３２号 智頭町旧小学校施設の設置及び管理に関する条例の一部 

            改正について 

 第２３．議案第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第２４．議案第３４号 個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機関に係 

            る事務の委託に関する規約を定める協議について 

 第２５．議案第３５号 公の施設における指定管理者の指定について（旧那岐小 

            学校） 

 第２６．議案第３６号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山形小 

            学校） 
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 第２７．議案第３７号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山郷小 

            学校） 

 第２８．議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定について（旧山形保 

            育園） 

 第２９．議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（智頭町立 

            富沢コミュニティセンター） 

 第３０．議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（智頭温水 

            プール） 

 第３１．議案第４１号 公の施設における指定管理者の指定について（国重要文 

            化財石谷家住宅） 

 第３２．議案第４２号 公の施設における指定管理者の指定について（智頭町消 

            防団本町分団屯所） 

 第３３．議案第４３号 字の区域の変更について（八河谷） 

 第３４．議案第４４号 字の区域の変更について（大屋） 

 第３５．議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任命について 

 第３６．陳情について 

 第３７．発議第 １号 智頭町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につい 

            て 

 第３８．閉会中の継続調査の申し出 

 

１．会議に出席した議員（１０名） 

    １番 仲 井   茎        ２番 西 尾 寿 樹 

    ３番 岡 田 光 弘        ５番 宮 本 行 雄 

    ６番 田 中   賢        ７番 谷 口 翔 馬 

    ８番 波 多 恵理子        ９番 安 道 泰 治 

   １０番 大河原 昭 洋       １２番 谷 口 雅 人 

 

１．会議に欠席した議員（２名） 

    ４番 藤 田 浩 祐       １１番 河 村 仁 志 

 

１．会議に出席した説明員（１５名） 
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   町 長   金 兒 英 夫 

   副 町 長   矢 部   整 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   病 院 事 業 管 理 者   葉 狩 一 樹 

   総 務 課 長   國 岡 厚 志 

   企 画 課 長   酒 本 和 昌 

   税務住民課長兼水道課長   西 川 公一郎 

   教 育 課 長   竹 内   学 

   地 域 整 備 課 長   迎 山 恵 一 

   山 村 再 生 課 長   山 本   進 

   地 籍 調 査 課 長   原 田 誠 之 

   福 祉 課 長   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   江 口 礼 子 

   総 務 課 参 事   𡵅 本   均 

   病 院 事 務 部 長   福 安 教 男 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   柴 田 睦 子 

   書 記   寺 谷 圭 祐 

 

開 会 午後 ２時３０分 

 

開 会 あ い さ つ 

 

○議長（谷口雅人）  ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達して

おりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
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  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、１番、仲井茎議員、２

番、西尾寿樹議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 

 

○議長（谷口雅人）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  お手元に配付のとおり、議員派遣及び委員会調査の結果報告書が提出されてお

りますので、ご報告いたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

  日程第３．議案第２号から日程第１４．議案第１３号まで  １２案 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３、議案第２号 令和５年度智頭町一般会計予算か

ら、日程第１４、議案第１３号 令和５年度智頭町病院事業会計予算までの１２

議案を一括して議題とします。 

  この１２議案につきましては、３月８日の会議において、予算特別委員会に付

託しておりますので、審査の結果について予算特別委員長の報告を求めます。 

  ７番、谷口翔馬議員。 

○７番（谷口翔馬）  ３月８日の本会議において、予算特別委員会に付託された

議案について、３月９日、１３日、１６日に委員会を開き、１４日、１５日に委

員会の民生分科会、総務分科会をそれぞれ開き、慎重に審査を行いましたので、

その結果について報告します。 

  今期定例会において付託を受けた、議案第２号 令和５年度智頭町一般会計予

算、議案第３号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算、議案第４号 

令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第５号 令和５年

度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第６号 令和５年度智頭町介

護保険事業特別会計予算、議案第７号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業

特別会計予算、議案第８号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算及び

議案第９号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計予算、議案第１０号 令和５年

度智頭町公共下水道事業会計予算、議案第１１号 令和５年度智頭町農業集落排
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水事業会計予算、議案第１２号 令和５年度智頭町水道事業会計予算、議案第１

３号 令和５年度智頭町病院事業会計予算については、いずれも原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

  なお、附帯意見として、次のとおり申し添えます。 

  特に、４月１日開始の共助交通事業については、住民ニーズを把握して柔軟で

迅速な対応をされるよう配慮されたい。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  以上で、予算特別委員長に対する質疑を終わります。 

  日程第３、議案第２号 令和５年度智頭町一般会計予算の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の討論を認めます。 

  １０番、大河原昭洋議員。 

○１０番（大河原昭洋）  議案第２号 令和５年度智頭町一般会計予算に関して、

その全てを否定するものではありませんが、本定例会に提案の共助交通導入につ

いては、町民の福祉を願う議員の１人として、どうしても納得できない部分があ

りますので、討論を通して私の意見を述べさせていただきます。 

  これまでの議会や町民への説明では、すぎっ子バス利用者の減少で維持費の増

加により財政を圧迫しているということ、それから、バス、タクシーの運転手も

高齢化して人材確保も難しく、事業者側から継続するのが厳しいと言われている

からと説明を受けてきました。 

  しかし、本定例会に提出された収支比較表によると、令和４年度事業のすぎっ

子バスとタクシー助成における収支見込みは、約１，２６０万円の赤字、令和５

年度当初予算では、共助交通、スクールバス導入後は、人件費を含め、約１，６

００万円の赤字と説明を受けました。 

  財政圧縮は期待できないどころか、令和４年度と比べ、約３４０万円の赤字幅

拡大となっています。町長からは、これからもすぎっ子バスの運行を継続すると
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赤字幅は年々増大し、それを平準化するためにも共助交通の導入は必要だと説明

されました。 

  公共交通の今後の在り方は、本町の置かれている背景から考えても、近い将来

十分検討しなければならないことだと私も認識しているつもりです。しかし、最

終の実証実験や集落説明会からの期間が短過ぎます。集落から出た意見や実証実

験で見えてきた課題や問題点をまずは慎重に精査し、それをしっかりと改善して

からスタートすることが重要であると思っています。 

  前日予約ができないなど、システム改善も間に合わないこともありますし、ド

ライバー確保においても、将来にわたって安定的な確保はとても厳しい環境にあ

ると思っています。町民がまだ理解が深まっていない不安を抱えている中で始め

ることは、まちが混乱するのではないかと本当に危惧しています。特に、お年寄

りは急激な変化への対応ができない人も多くいますので、その激変緩和策として、

ワンボックスカーによる定時定路線型との併用運行も必要だと半年以上も前から

伝えていました。 

  新年度も目前に迫っている今、事業の延期も聞き入れてもらえず、ワンボック

スカーにこだわっていても間に合わないと考え、次の対案として、スクールバス

が運行しない時間帯に一般町民が乗れるバスとして定時運行できないかと提案を

しました。執行部も私からの提案を受入れ、急遽検討をし、交渉もしていただき

ましたが、先日、スクールバスの運行予定事業者から、体制的に受入れ困難であ

ると正式に回答があったと報告がありました。 

  実現可能性があれば、当初予算のスクールバス運行委託料に増額する修正案を

本議会に提出するつもりで準備を進めていましたが、バスの運行が不可能になっ

たことで、ぎりぎりまで激変緩和策を訴えていた私としても断念せざるを得ない

状況になってしまいました。本当に残念です。 

  冒頭に当初予算の全てを否定するものではないと発言しましたが、予算の一部

を修正する案が提出できなかったことから、令和５年度智頭町一般会計予算の反

対討論をする方法でしか私の意見を伝えることができないと判断をしました。 

  そもそも、すぎっ子バスは、公共交通としてこれまでまちが運営してきたもの

であり、公共性の高いものであります。それが４月１日からは、共助交通の導入

となり、町民の生活が一変するような重大な案件であります。 

  子供たちであったり、お年寄りであったり、交通弱者の声なき声にしっかりと
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耳を傾け、どのような苦情や事象が発生しても即座に対応し、対策を講じていた

だくことを強く要請して、私からの討論を終わります。 

○議長（谷口雅人）  次に、議案に賛成者の討論を認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ７名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第３号 令和５年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算の討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第４号 令和５年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 



－１０－ 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第５号 令和５年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算

の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第６号 令和５年度智頭町介護保険事業特別会計予算の討論を

行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第７号 令和５年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算

の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 



－１１－ 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第８号 令和５年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算の討論

を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第９号 令和５年度智頭町簡易水道事業会計予算の討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第１０号 令和５年度智頭町公共下水道事業会計予算の討論

を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



－１２－ 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第１１号 令和５年度智頭町農業集落排水事業会計予算の討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第１２号 令和５年度智頭町水道事業会計予算の討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第１３号 令和５年度智頭町病院事業会計予算の討論を行い

ます。 



－１３－ 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は可決です。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり可決されました。 

 

  日程第１５．議案第２５号から日程第３４．議案第４４号まで  ２０案 

  一括上程 

 

○議長（谷口雅人）  日程第１５、議案第２５号 智頭町個人情報保護法施行条

例の制定についてから、日程第３４、議案第４４号 字の区域の変更についてま

での、２０議案を一括して議題とします。 

  日程第１５、議案第２５号 智頭町個人情報保護法施行条例の制定についての

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第２６号 智頭町スクールバスの管理及び運行に関する条例

の制定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 



－１４－ 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第２７号 智頭町有林野に関する条例を改正する条例につい

ての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第２８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第２９号 智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 



－１５－ 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第３０号 智頭町国民健康保険条例の一部改正についての討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第３１号 智頭町児童福祉施設の設置及び管理等に関する条

例の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第３２号 智頭町旧小学校施設の設置及び管理に関する条例

の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 



－１６－ 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第３３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

  日程第２４、議案第３４号 個人情報の保護に関する法律に基づく合議制の機

関に係る事務の委託に関する規約を定める協議ついての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２５、議案第３５号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

那岐小学校）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 



－１７－ 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２６、議案第３６号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

山形小学校）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２７、議案第３７号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

山郷小学校）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２８、議案第３８号 公の施設における指定管理者の指定について（旧

山形保育園）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 



－１８－ 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２９、議案第３９号 公の施設における指定管理者の指定について（智

頭町立富沢コミュニティセンター）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３０、議案第４０号 公の施設における指定管理者の指定について（智

頭温水プール）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３１、議案第４１号 公の施設における指定管理者の指定について（国

重要文化財石谷家住宅）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 



－１９－ 

  日程第３２、議案第４２号 公の施設における指定管理者の指定について（智

頭町消防団本町分団屯所）の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３３、議案第４３号 字の区域の変更について（八河谷）の討論を行い

ます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３４、議案第４４号 字の区域の変更について（大屋）の討論を行いま

す。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 



－２０－ 

日程第３５  議案第４５号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３５、議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任

命についてを議題とします。 

  町長に提案理由を求めます。 

  金兒町長。 

○町長（金兒英夫）  このたび追加提案しました議案について、その概要を説明

します。 

  議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任命については、長石彰祐氏の任期

が令和５年３月３１日で満了となるため、新たに田中靖氏を任命したいので、議

会の同意を求めるものです。 

  以上、追加提案しました議案の概要を説明しました。 

  詳細については、主管課長をもって説明させますので、よろしく審議いただき

ますようお願いします。 

○議長（谷口雅人）  提案理由の説明は終わりました。 

  これから、議案の補足説明及び質疑を行います。 

  質疑は、会議規則第５５条の規定により一問一答で行います。 

  なお、発言時間について、会議規則第５６条の規定により、議長において制限

を設けることがあります。ご承知ください。 

  日程第３５、議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任命についての補足説

明を求めます。 

  竹内教育課長。 

○教育課長（竹内 学）  それでは、議案書１ページをご覧ください。 

  議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任命についてでございます。 

  次の者、住所、八頭郡智頭町大字大呂１９１番地。氏名、田中靖。生年月日、

昭和３６年１月２日生まれを智頭町教育委員会教育長に任命したいので、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、本議会の議決を

求めるものでございます。 

  任期についてですが、令和５年４月１日から令和８年３月３１日でございます。 

  以上であります。 

○議長（谷口雅人）  説明は終わりました。 



－２１－ 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  暫時休憩します。 

  執行部はそのままで、議員の皆さんは全協室にお集まりください。 

休 憩 午後 ３時０３分 

再 開 午後 ３時０６分 

○議長（谷口雅人）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  日程第３５、議案第４５号 智頭町教育委員会教育長の任命についての討論を

行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立 ９名） 

○議長（谷口雅人）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり同意されました。 

 

日程第３６．陳情について 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３６、陳情についてを議題とします。 

  ３月８日の本会議において、所管の常任委員会に付託した陳情については、審

査が終了した旨報告がありました。民生常任委員長の審査結果の報告を求めます。 

  ９番、安道泰治議員。 

○９番（安道泰治）  民生常任委員会における陳情についての審査結果を報告し

ます。 

  ３月８日の本会議において付託を受けた陳情について、３月１４日に委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情第１号 政府に食料自給率の向上、持続可能な



－２２－ 

農業経営と農村を守ることを求める陳情書は、「趣旨採択」と決定しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 

  これから、委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  委員長報告は、陳情第１号は趣旨採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、委員長報告のとおり決定しました。 

 

日程第３７．  発議第１号 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３７、発議第１号 智頭町議会の個人情報の保護に

関する条例の制定についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  １０番、大河原昭洋議員。 

○１０番（大河原昭洋）  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律による個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議会における個人情

報保護に関する制度について、新たに条例を制定する必要が生じたことから、本

条例案を提出するものとする。 

  以上で終わります。 

○議長（谷口雅人）  委員長報告は終わりました。 



－２３－ 

  これから、委員長報告に対する質疑並びに討論を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  討論なしと認めます。 

  以上で、質疑並びに討論を終結し、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３８．閉会中の継続調査の申し出 

 

○議長（谷口雅人）  日程第３８、閉会中の継続調査の申し出を議題とします。 

  総務常任委員会、民生常任委員会、議会広報広聴常任委員会、議会運営委員会

の各委員長から、会議規則第７５条の規定により、閉会中の継続調査の申出が出

されております。 

  お諮りします。 

  各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（谷口雅人）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しまし

た。 

  以上で、本日の会議は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和５年第１回智頭町議会定例会を閉会します。 

 



－２４－ 

閉 会 午後 ３時１２分 



－２５－ 
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